
各 位

株主変更及び更生手続終結申立のお知らせ

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、株式会社穴吹工務店（本社：

香川県高松市、管財人 立山繁美、以後は弊社といいます）に、格別のご高配を賜り、厚

く御礼申し上げます。

さて、弊社は平成 22 年 9 月 30 日に、東京地方裁判所より更生計画認可決定をいただ

き、株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズが管理及び運営するファンド、並びに株式会

社大京（本社：東京都渋谷区、代表執行役社長 山口 陽）が出資する合同会社ジェイ・

エル・ケイの支援の下、経営体質の強化に努め、全社一丸となって更生債権等の弁済をは

じめとする更生計画の履行を進めてまいりました。

本日、弊社の株主である合同会社ジェイ・エル・ケイは、保有する弊社の全株式を株式

会社大京に４月１日をもって譲渡する契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

株主変更後は、大京グループの一員として、弊社グループ一丸となって引き続き、更生

計画の履行に邁進する所存です。

また、本日、東京地方裁判所に対して、更生手続終結の決定を求める旨の申立を行いま

したのであわせてお知らせいたします。

平成 21 年 11 月 24 日の更生手続開始の申立から今日まで、企業体質を改善しながらここ

まで来られましたことは、お客様、債権者の皆様、お取引先の皆様、並びに関係各位のご

理解とご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

今後ともご支援、ご協力を賜りたく、何とぞ宜しくお願い申し上げます。

謹白

更 生 会 社 株式会社穴吹工務店

管 財 人 立山 繁美

平成 25 年 3月 11 日

本件に関する報道関係の方のお問合せは、下記までお願いいたします。

㈱穴吹工務店 グループ広報室 担当／堂山・岩田 TEL：087-835-7123



※ご参考

■更生手続きの流れ

平成 21 年 11 月 24 日 会社更生手続申立

平成 21 年 12 月 11 日 会社更生手続開始決定

平成 22 年 5 月 28 日 スポンサー契約事業家管財人就任

平成 22 年 7 月 30 日 更生計画案の提出

平成 22 年 9 月 30 日 更生計画認可決定

平成 22 年 10 月 1 日 更生第 1 期スタート（～平成 23 年 9 月 30 日）

平成 22 年 11 月 2 日 更生計画認可決定の確定

平成 22 年 11 月末 一般更生債権等の弁済

平成 23 年 10 月 1 日 更生第 2 期スタート（～平成 24 年 9 月 30 日）

↓

平成 24 年 10 月 1 日 更生第 3 期スタート（～平成 25 年 9 月 30 日）

↓

平成 25 年 3 月 11 日 更生手続終結の申立

※更生手続終結の決定は東京地方裁判所の判断となります。

■ 株式会社大京の概要

株式会社大京は、マンション分譲を中心に約 50 年もの歴史を持ち、これまで全国各地

において約 6,300 棟のマンションを供給しております。また、グループにおいては、マ

ンション管理や入居者向けサービス、大規模修繕工事やリフォーム、さらには仲介や賃

貸の斡旋など、住まいに関する各専門分野において質の高いサービスを提供しておりま

す。

(1) 名 称 株式会社大京

(2) 主な事業内容 不動産開発、不動産販売、都市開発

(3) 設立 年月日 1964 年（昭和 39）年 12 月 11日

(4) 本社 所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目 24 番 13号

(5) 代 表 者 名 代表執行役社長 山口 陽


